
～備えよう！ペットの災害対策～

被災動物救援マニュアルを策定しました平成29年　第１回市議会定例会

第
１
回
市
議
会
定
例
会
は
、
２
月
21

日（
火
）に
開
会
し
、
平
成
29
年
度
予
算

や
条
例
な
ど
の
議
案
を
議
決
し
、
３
月

27
日（
月
）に
閉
会
し
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
議
案
な
ど
は
、
次
の
通

り
で
す
。

■
予
算
関
係

▽
平
成
29
年
度
予
算（
下
表
）

▽
平
成
28
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
４
号
）

　

中
学
校
整
備
事
業
な
ど
の
た
め
６
億

３
９
７
８
万
６
千
円
を
追
加
し
、
２
２

２
億
１
２
６
万
６
千
円
と
す
る
も
の
。

▽
平
成
28
年
度
土
岐
市
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金
の
た

め
６
６
０
７
万
４
千
円
を
追
加
し
、
56

億
５
９
３
９
万
５
千
円
と
す
る
も
の
。

■
条
例
関
係

▽
土
岐
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
土
岐
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
及
び
土
岐
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

▽
土
岐
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

▽
土
岐
市
物
品
調
達
基
金
条
例
を
廃
止

す
る
条
例

▽
土
岐
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

▽
土
岐
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

▽
土
岐
市
空
家
等
対
策
審
議
会
設
置
条

例▽
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

▽
土
岐
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
ウ
エ

ル
フ
ェ
ア
土
岐
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
土
岐
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

職
員
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

■
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認

▽
土
岐
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と

■
人
事
案
件

▽
土
岐
市
監
査
委
員
の
選
任
同
意

　

森
川
朋
美（
肥
田
町
・
再
任
）

■
そ
の
他

▽
土
岐
口
開
発
ア
ク
セ
ス
道
路
の
国
道

19
号
へ
の
取
付
等
工
事
の
施
行
に
関
す

る
契
約

　

右
記
の
契
約
に
つ
い
て
、
金
３
億
４

２
０
０
万
円
で
国
土
交
通
省
中
部
地
方

整
備
局
と
締
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

一般会計 234億7,700万円

特
別
会
計

下水道事業 19億7,791万円

国民健康保険 73億7,218万円

駐車場事業 6,315万円

介護保険（保険事業勘定） 58億8,711万円

介護保険（サービス事業勘定） 1,561万円

特
別
会
計

農業集落排水事業 3,749万円

土岐市・瑞浪市介護認定審査会 4,075万円

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会 580万円

後期高齢者医療保険 7億3,793万円
企
業
会
計

病院事業 78億4,046万円

水道事業 28億5,048万円

製品火災にご注意を！

私たちは日常生活において、電気製品や燃焼機器といったさまざまな製品を使用しています。これらの製品はなく
てはならないものですが、誤った使い方をすることや、製品の欠陥などの理由によって火災が発生する場合がありま
す。 
火災危険がある製品などのリコール情報は、各製造メーカーのホームページで確認することができます。また、経

済産業省・国土交通省・製品評価技術基盤機構では、各製造メーカーの調査報告をホームページで公表しています。
安心安全な暮らしを送るためにも、使用製品の定期的な点検を行い、適切な管理を心掛けてください。

▷経済産業省ホームページ　http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
▷国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html
▷製品評価技術基盤機構ホームページ　http://www.nite.go.jp/

　消防本部予防課（☎　○54　3129）
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